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つくば市一般会計補正予算（第５号）
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議案第１号

平成25年度つくば市一般会計補正予算（第５号）

平成25年度つくば市の一般会計補正予算（第５号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,390,725千円を追加し，歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ70,017,337千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第２条 継続費の変更は，「第２表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第３条 繰越明許費の追加及び変更は，「第３表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第４条 債務負担行為の追加，廃止及び変更は，「第４表 債務負担行為補正」に

よる。

（地方債の補正）

第５条 地方債の追加，廃止及び変更は，「第５表 地方債補正」による。

平成26年２月21日

つくば市長 市 原 健 一









（変 更）

総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額

2.総務費
1.総務管

理費
4,536 平成25年度 2,856 3,418 平成25年度 2,131

平成26年度 1,680 平成26年度 1,287

25,000 平成25年度 15,000 19,068 平成25年度 9,450

平成26年度 10,000 平成26年度 9,618

2.徴税費 110,292 平成25年度 47,124 102,901 平成25年度 43,964

平成26年度 63,168 平成26年度 58,937

55,817 平成25年度 48,285 55,781 平成25年度 48,267

平成26年度 3,766 平成26年度 3,757

平成27年度 3,766 平成27年度 3,757

3.民生費
1.社会福

祉費
7,518 平成25年度 4,011 6,696 平成25年度 3,402

平成26年度 3,507 平成26年度 3,294

2.児童福
祉費

7,287 平成25年度 3,402 3,666 平成25年度 1,635

平成26年度 3,885 平成26年度 2,031

5.労働費 1.労働費 地域産業育成事業 29,721 平成24年度 721 30,251 平成24年度 721

平成25年度 9,874 平成25年度 9,874

補 正 前 補 正 後

子ども・子育て支
援事業計画策定支
援業務委託

第 ２ 表 継 続 費 補 正
（単位：千円）

款 項 事 業 名

第６期高齢者福祉
計画策定支援業務
委託

固定資産評価・地
図情報システム管
理業務委託

研究学園地区（松
代・並木地区）ま
ちづくり誘導方策
検討業務委託

（仮称）第４次総
合計画策定業務委
託

不動産鑑定評価業
務委託

平成25年度 9,874 平成25年度 9,874

平成26年度 9,874 平成26年度 10,152

平成27年度 9,252 平成27年度 9,504

8.土木費 5.住宅費
市営駒形団地改修
工事設計監理委託

2,750 平成25年度 2,100 2,530 平成25年度 1,922

平成26年度 650 平成26年度 608

9.消防費 1.消防費 52,460 平成24年度 37,088 52,460 平成24年度 37,088

平成25年度 6,148 平成25年度 6,148

平成26年度 7,686 平成26年度 9,224

平成27年度 1,538

新消防庁舎建設事
業

1,680,000 平成25年度 672,000 1,680,000 平成25年度 578,340

平成26年度 840,000 平成26年度 1,101,660

平成27年度 168,000

10.教育費
2.小学校
費

15,383 平成25年度 9,681 14,280 平成25年度 8,993

平成26年度 5,702 平成26年度 5,287

6.保健体
育費

1,664,590 平成23年度 685,680 1,646,690 平成23年度 685,680

平成24年度 961,010 平成24年度 961,010

平成25年度 17,900 平成25年度 0

（仮称）中部豊里
学校給食センター
建設事業

島名小学校校舎増
築工事設計監理委
託

消防庁舎建設工事
設計監理委託
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（追 加） （単位：千円）
款 項 金 額

2.総務費 1.総務管理費 40,128

3.民生費 1.社会福祉費 58,000

14,490

27,120

2.児童福祉費 1,550

4.衛生費 1.保健衛生費 771

6.農林水産業費 1.農業費 54,176

2,444

40,186

7.商工費 1.商工費 43,575

25,380

8.土木費 2.道路橋梁費 290,975

第 ３ 表 繰 越 明 許 費 補 正

きれいなまちづくり行動計画印刷事業

農業用排水路整備事業

県営かんがい排水事業負担金

事業名

ノーベル賞の森整備事業

つくば市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助

つくばカピオ設備改修事業

地域交流センタートイレ改修工事

春日児童クラブ施設建設工事設計・監理委託

農道整備事業

森林体験パーク整備事業

筑波山梅林駐車場進入路整備事業

緊急地方道整備事業

下水道事業特別会計繰出金（社会資本整備総合交付金）事
4.都市計画費 140,777

50,000

2,854

63,723

5.住宅費 2,268

9.消防費 1.消防費 410,346

10.教育費 1.教育総務費 2,982

2.小学校費 7,900

1,071,617

47,693

3.中学校費 265,351

14,150

47,526

5,100

下水道事業特別会計繰出金（社会資本整備総合交付金）事
業

街路整備事業

建築確認事務事業（構造判定事業）

つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業負担金

市営住宅改修工事設計委託

高機能消防指令センター総合整備事業

学校等適正配置事業

沼崎小学校教育環境整備事業

小学校耐震化推進事業

小学校改修事業

中学校耐震化推進事業

中学校屋内運動場設計事業

中学校改修事業

中学校図書室エアコン整備事業
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（追 加） （単位：千円）
款 項 金 額事業名

4.幼稚園費 115,112

10.教育費 4.幼稚園費 16,157

5.社会教育費 794

1,512

6.保健体育費 6,556

40,000

（変 更） （
補 正 前 補 正 後

金 額 金 額

8.土木費 2.道路橋梁費 道路維持管理事業 113,252 192,115

道路新設改良事業 238,043 525,616

4.都市計画費 街路維持管理事業 97,000 512,066

第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

款 項 事業名

幼稚園耐震化推進事業

幼稚園改修事業

小田城跡復元整備事業

金田官衙跡土地公有化事業

体育施設修繕事業

（仮称）中部豊里学校給食センター建設事業
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（追 加）
款 項 事 項 限 度 額

自 平成25年度
至 平成28年度

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成28年度

平成25年度紙幣硬貨入出金機賃借(庁舎)（平成22
年度設定・消費税等追加分）

平成25年度自動体外式除細動器賃借(庁舎)（平成
23年度設定・消費税等追加分）

平成25年度紙折機賃借（平成23年度設定・消費税
等追加分）

第 ４ 表 債 務 負 担 行 為 補 正

（単位：千円）
期 間

2.総務費 1.総務管理費

5千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

1.議会費 1.議会費

平成25年度インターネット議会映像配信業務委託
（平成23年度設定・消費税等追加分）

98千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

72千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

8千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成28年度

自 平成25年度
至 平成29年度

自 平成25年度
至 平成30年度

平成25年度公用自動車賃借(管財課)（平成22年度
設定・消費税等追加分）

平成25年度公用自動車賃借（平成23年度設定・消
費税等追加分）

264千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

平成25年度公用自動車賃借(管財課)（平成20年度
設定・消費税等追加分）

平成25年度公用自動車賃借(管財課)（平成21年度
設定・消費税等追加分）

183千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

509千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

378千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。
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（追 加）
款 項 事 項 限 度 額

（単位：千円）
期 間

自 平成25年度
至 平成30年度

自 平成25年度
至 平成31年度

自 平成25年度
至 平成29年度

自 平成25年度
至 平成36年度

187千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

平成25年度公用自動車賃借（平成24年度設定・消
費税等追加分）

74千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

平成25年度公用自動車(電気自動車)賃借（平成24
年度設定・消費税等追加分）

平成25年度つくば市総合運動公園整備事業用地
取得

2.総務費 1.総務管理費

平成25年度LGWAN接続ルータ機器賃借（平成24
年度設定・消費税等追加分）

7千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

6,608,434

つくば市土地開
発公社がつくば

自 平成25年度
至 平成36年度

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成28年度

平成25年度スキャナ賃借（平成22年度設定・消費
税等追加分）

平成25年度つくば市土地開発公社のつくば市総
合運動公園整備事業用地取得資金の借り入れに
関する債務保証

平成25年度公的個人認証サービス機器賃借（平
成23年度設定・消費税等追加分）

平成25年度庁内グループウェア仮想化サーバ機
器賃借（平成23年度設定・消費税等追加分）

2.徴税費

3.戸籍住民基
本台帳費

83千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

3千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

5千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

発公社がつくば
市総合運動公園
整備事業用地取
得資金として金
融機関から借り
入れる6,608,434
千円及び利子を
含めた関連経費
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（追 加）
款 項 事 項 限 度 額

（単位：千円）
期 間

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成29年度

自 平成25年度
至 平成27年度

56千円 ただし，

平成25年度複写機賃借(茎崎老人福祉センター)
（平成22年度設定・消費税等追加分）

8千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

平成25年度ファクシミリ賃借(障害福祉課)（平成22
年度設定・消費税等追加分）

平成25年度公用自動車賃借(障害者センター桜)
（平成20年度設定・消費税等追加分）

平成25年度紙幣硬貨入出金機器賃借（平成21年
度設定・消費税等追加分）

平成25年度通信カラオケ機器賃借(老人福祉セン
ター)（平成24年度設定・消費税等追加分）

280千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

2.総務費

1.社会福祉費3.民生費

60千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

4

54千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

3.戸籍住民基
本台帳費

自 平成25年度
至 平成29年度

自 平成25年度
至 平成28年度

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成28年度

自 平成25年度
至 平成27年度

平成25年度生活保護システム賃借（平成22年度設
定・消費税等追加分）

平成25年度複写機賃借(茎崎児童センター分)（平
成22年度設定・消費税等追加分）

平成25年度複写機賃借(保育所)（平成23年度設
定・消費税等追加分）

56千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

27千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

平成25年度複写機賃借(児童館)（平成23年度設
定・消費税等追加分）

8千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

平成25年度パーソナルコンピュータ賃借(国保年金
課)（平成24年度設定・消費税等追加分）

2.児童福祉費

3.生活保護費

15千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

91千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。
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（追 加）
款 項 事 項 限 度 額

（単位：千円）
期 間

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成28年度

自 平成25年度
至 平成28年度

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成29年度

平成25年度ごみ収集業務委託（平成24年度設定・
消費税等追加分）

平成25年度設計積算システム賃借（平成22年度設
定・消費税等追加分）

平成25年度クリーンセンター包括運営管理委託
（平成23年度設定・消費税等追加分）

平成25年度自動体外式除細動器賃借（平成24年
度設定・消費税等追加分）（公園）

平成25年度有価物回収及び粗大不燃ごみ処理施
設管理業務委託（平成23年度設定・消費税等追加
分）

4.都市計画費

8.土木費 2.道路橋梁費

2.清掃費4.衛生費

20千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合

29,774千円 た
だし，消費税等
に変更があった
場合は，その都
度見直すものと
する。

45,571千円 た
だし，消費税等
に変更があった
場合は，その都
度見直すものと
する。

10,170千円 た
だし，消費税等
に変更があった
場合は，その都
度見直すものと
する。

10千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

至 平成29年度

自 平成25年度
至 平成28年度

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成29年度

自 平成25年度
至 平成29年度

平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借
（小学校）（平成23年度設定・消費税等追加分）

1,817千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

平成25年度春日学園教育用パーソナルコンピュー
タ賃借（小学校）（平成23年度設定・消費税等追加
分）

235千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

度設定・消費税等追加分）（公園）

10.教育費 2.小学校費

平成25年度学習支援ソフト賃借（小学校）（平成22
年度設定・消費税等追加分）

があった場合
は，その都度見
直すものとする。

1,288千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

69千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

平成25年度複写機賃借（小学校）（平成22年度設
定・消費税等追加分）
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（追 加）
款 項 事 項 限 度 額

（単位：千円）
期 間

自 平成25年度
至 平成30年度

自 平成25年度
至 平成28年度

自 平成25年度
至 平成29年度

自 平成25年度
至 平成29年度

自 平成25年度
至 平成30年度

平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借
（小学校）（平成24年度設定・消費税等追加分）

1,760千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

10.教育費 3.中学校費

平成25年度学習支援ソフト賃借（中学校）（平成22
年度設定・消費税等追加分）

683千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

平成25年度春日学園教育用パーソナルコンピュー
タ賃借（中学校）（平成23年度設定・消費税等追加
分）

235千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借
（中学校）（平成24年度設定・消費税等追加分）

1,175千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度

471千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

10.教育費 2.小学校費

平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借
（中学校）（平成23年度設定・消費税等追加分）

至 平成30年度

自 平成25年度
至 平成29年度

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成28年度

平成25年度複写機賃借（中央図書館）（平成22年
度設定・消費税等追加分）

平成25年度図書館情報システム賃借（平成23年度
設定・消費税等追加分）

810千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

平成25年度幼稚園事務用パーソナルコンピュータ
賃借（平成23年度設定・消費税等追加分）

132千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

平成25年度つくば文化会館アルス施設清掃及び
施設整備管理業務委託（平成24年度設定・消費税
等追加分）

1,250千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

（中学校）（平成24年度設定・消費税等追加分） 合は，その都度
見直すものとす
る。

5.社会教育費

4.幼稚園費

18千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。
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（追 加）
款 項 事 項 限 度 額

（単位：千円）
期 間

自 平成25年度
至 平成27年度

自 平成25年度
至 平成29年度

自 平成25年度
至 平成27年度

（廃 止）
款 項 事 項 限 度 額

自 平成26年度
至 平成75年度

平成25年度給食配送業務委託（平成24年度設定・
消費税等追加分）

平成25年度給食調理業務委託（筑波給食セン
ター）（平成24年度設定・消費税等追加分）

平成25年度春日学園衛生管理業務委託（平成24
年度設定・消費税等追加分）

149千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

3,432千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

平成25年度つくば新集落景観緑地賃借

期 間
（単位：千円）

8.土木費 4.都市計画費

6.保健体育費

8,172千円 ただ
し，消費税等に
変更があった場
合は，その都度
見直すものとす
る。

28,400千円 た
だし，固定資産
税及び都市計画
税に変更がある
場合は，その都
度見直すものと
する。

10.教育費

する。

- 13 -



（変 更）

限 度 額 限 度 額

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成32年度 至 平成32年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成27年度 至 平成27年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成29年度 至 平成29年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成30年度 至 平成30年度

平成25年度公用自動車賃借（再
リース）

8,141

14,253千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

2.総務費 1.総務管理費

平成25年度公用自動車賃借 48,822

43,860千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

第 ４ 表 債 務 負 担 行 為 補 正

款 項

2,089千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

平成25年度コンテンツ管理システ
ムサーバ機器賃借

平成25年度インターネット接続用
ネットワーク機器等賃借

事 項
補 正 前

期 間

23,389

2,511

（単位：千円）
補 正 後

期 間

7,916
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（変 更）

限 度 額 限 度 額
款 項 事 項

補 正 前
期 間

（単位：千円）
補 正 後

期 間

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成30年度 至 平成30年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成26年度 至 平成26年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成30年度 至 平成30年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成27年度 至 平成27年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成30年度 至 平成30年度

1,039千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す

1,053

1,981千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

平成25年度戸籍副本データ管理
システムサーバ機器賃借

平成25年度住民基本台帳ネット
ワーク機器賃借

平成25年度住民基本台帳カード
発行機器賃借

平成25年度公共施設予約管理シ
ステム機器賃借

9,560

2,498千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

1,928

3,450

1,998

9,640千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

平成25年度パーソナルコンピュー
タ賃借（資産税課）

3.戸籍住民基
本台帳

2.徴税費 2,242

2.総務費 1.総務管理費

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成29年度 至 平成29年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成30年度 至 平成30年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成30年度 至 平成30年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成30年度 至 平成30年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成28年度 至 平成28年度

5,785

5,806千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

68千円 た
だし，消費税
等に変更が
あった場合
は，その都
度見直すも
のとする。

都度見直す
ものとする。

平成25年度介護浴槽賃借（障害
者センター茎崎）

6,409

6,267千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

平成25年度複写機賃借（障害者
センター桜）

304

平成25年度自動体外式除細動器
賃借（働く婦人の家）

315千円 た
だし，消費税
等に変更が
あった場合
は，その都
度見直すも
のとする。

76,867
平成25年度中小企業経営対策事
業融資資金利子補給補助金

38,718

323

3.民生費 1.社会福祉費

2.児童福祉費

5.労働費 1．労働諸費

平成25年度自動体外式除細動器
賃借（児童館）

1.商工費7.商工費
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（変 更）

限 度 額 限 度 額
款 項 事 項

補 正 前
期 間

（単位：千円）
補 正 後

期 間

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成29年度 至 平成29年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成30年度 至 平成30年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成30年度 至 平成30年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成31年度 至 平成31年度

4,956

4,284千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

平成25年度複写機賃借（小学校）

5,288

3,952千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

平成25年度教育用パーソナルコ
ンピュータ賃借（小学校）

124,740

128,062千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

平成25年度市営住宅用地賃借
(不動町団地，古館団地，西町第
二団地）

平成25年度印刷機賃借（小学校）

18,120千円
ただし，固定
資産税の評
価額に変更
がある場合
は，その都
度見直すも
のとする。

17,752千円
ただし，固定
資産税の評
価額に変更
がある場合
は，その都
度見直すも
のとする。

5.住宅費8.土木費

2.小学校費10.教育費

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成31年度 至 平成31年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成30年度 至 平成30年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成30年度 至 平成30年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成31年度 至 平成31年度

1,984

2,315

2,142千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

1,731千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

平成25年度印刷機賃借（中学校）

3.中学校費

平成25年度複写機賃借（中学校）

平成25年度電子黒板賃借（小学
校）

13,986

14,375千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

平成25年度教育用パーソナルコ
ンピュータ賃借（中学校）

55,440

56,920千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。
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（変 更）

限 度 額 限 度 額
款 項 事 項

補 正 前
期 間

（単位：千円）
補 正 後

期 間

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成31年度 至 平成31年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成30年度 至 平成30年度

自 平成26年度 自 平成26年度
至 平成30年度 至 平成30年度

自 平成25年度 自 平成25年度
至 平成28年度 至 平成28年度

6.保健体育費

平成25年度給食調理業務委託
（（仮称）中部豊里学校給食セン
ター）

449,922千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

393,468千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

1,237千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

平成25年度複写機賃借（幼稚園）

平成25年度印刷機賃借（幼稚園） 1,652

1,839千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

1,984

4.幼稚園費

平成25年度電子黒板賃借（中学
校）

5,670

5,828千円
ただし，消費
税等に変更
があった場
合は，その
都度見直す
ものとする。

10.教育費 3.中学校費
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（追 加） （単位:千円）

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

高機能消防指令センター総合整備事業債 187,600

小学校耐震補強事業債 639,500

中学校耐震補強事業債 118,100

幼稚園耐震補強事業債 52,300

小学校改修事業債 14,600

中学校改修事業債 19,400

幼稚園改修事業債 4,500

1,036,000

（廃 止） （単位:千円）

限 度 額

9,200

8,300

17,500計

第 ５ 表 地 方 債 補 正

起 債 の 目 的

起債の目的

消防団詰所建設事業債（一般財源化分）

消防団詰所建設事業債（一般事業）

普通貸借
又は

証券発行

年利4.0%以内
（ただし，利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について，利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

政府資金につい
ては，その融資
条件により，銀
行その他の場合
にはその債権者
と協定するもの
による。ただ
し，市財政の都
合により据置期
間及び償還期限
を短縮し，又は
繰上償還若しく
は低利に借換え
をすることがで
きる。

計

－ 17 －



（変 更） （単位：千円）

限度額
起債の
方 法

利 率
償還の
方 法

限度額
起債の
方 法

利 率
償還の
方 法

県営土地改良事業等債 32,000 28,200

６３１０６号線改良事業債（合
併特例債）

17,100 12,800

酒丸・上沢線整備事業債（合併
特例債）

57,000 47,500

葛城北線整備事業債 69,500 58,500

ペデストリアンデッキ再整備事
業債

41,500 44,100

通学路整備事業債 189,000 201,600

つくばエクスプレス関連土地区画整
理基本事業債（県無利子貸付分） 58,629 37,253

つくばエクスプレス関連土地区画
整理基本事業債（合併特例債）

114,000 93,700

補 正 後

第 ５ 表 地 方 債 補 正

起 債 の 目 的

補 正 前

普通貸借
又は

証券発行

補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

年利4.0%

以内（た

だし，利

率見直し

方式で借

り入れる

政府資金

及び地方

公共団体

金融機構

資金につ

いて，利

率の見直

しを行っ

た後にお

いては，

当該見直

し後の利

率）

政府資金

について

は，その

融資条件

により，

銀行その

他の場合

にはその

債権者と

協定する

ものによ

る。ただ

し，市財

政の都合

により据

置期間及

び償還期

限を短縮

し，又は

繰上償還

若しくは

低利に借
新消防庁舎建設事業債 644,200 555,200

消防救急無線整備事業債 165,600 117,700

災害援護資金貸付事業債 1,700 4,200

計 1,390,229 1,200,753

低利に借

換えをす

ることが

できる。
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平 成 ２ ５ 年 度

つくば市国民健康保険特別会計補正予算
（第３号）
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議案第２号

平成25年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

平成25年度つくば市の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は，次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11,711千円を減額し，歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ19,064,132千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為ができる事項，期間

及び限度額は，「第２表 債務負担行為」による。

平成26年２月21日

つくば市長 市 原 健 一























平 成 ２ ５ 年 度

つくば市下水道事業特別会計補正予算
（第４号）
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議案第３号

平成25年度つくば市下水道事業特別会計補正予算（第４号）

平成25年度つくば市の下水道事業特別会計補正予算（第４号）は，次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ126,968千円を減額し，歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,308,161千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第２条 継続費の変更は，「第２表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第３条 地方自治法第213条第１項の規定により，翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は，「第３表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第４条 債務負担行為の追加及び変更は，「第４表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第５条 地方債の追加及び変更は，「第５表 地方債補正」による。

平成26年２月21日

つくば市長 市 原 健 一





（変 更）

総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額

1.下水道
費

2.下水道
建設費

42,000 平成24年度 16,000 33,000 平成24年度 16,000

平成25年度 26,000 平成25年度 17,000

下水道事業全体計
画及び変更認可策
定業務委託

第 ２ 表 継 続 費 補 正

（単位：千円）

款 項 事 業 名
補 正 前 補 正 後
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（追 加） （単位：千円）
款 項 事 業 名 金 額

1.下水道費 1.下水道管理費 下水道施設地震災害復旧事業 26,292

下水道維持管理事業 146,404

都市下水路維持管理事業 25,145

2.下水道建設費 公共下水道事業 89,114

つくばエクスプレス関連公共下水道事業 714,080

特定環境公共下水道事業 363,179

霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金 36,314

小貝川東部流域下水道建設負担金 3,255

第 ３ 表 繰 越 明 許 費
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（追 加）
款 項 事 項 限 度 額

自 平成25年度

至 平成27年度

自 平成25年度

至 平成27年度

2.下水道建設費

平成25年度設計積算システム賃借（平成22年度設
定・消費税等追加分）

10千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

第 ４ 表 債 務 負 担 行 為 補 正

（単位：千円）
期 間

平成25年度複写機賃借（平成22年度設定・消費税
等追加分）（下水道整備課）

10千円 ただし，
消費税等に変更
があった場合
は，その都度見
直すものとする。

1.下水道管理費1.下水道費
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（変 更）

限 度 額 限 度 額

自 平成25年度 自 平成25年度
至 平成28年度 至 平成28年度

第 ４ 表 債 務 負 担 行 為 補 正

（単位：千円）

款 項

1.下水道費 1.下水道管理費

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 期 間

平成25年度ポンプ場等維持管
理業務委託

770,259千円
ただし，消費
税等に変更が
あった場合
は，その都度
見直すものと
する。

758,160千円
ただし，消費
税等に変更が
あった場合
は，その都度
見直すものと
する。
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（追 加） （単位:千円）

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

特定環境保全公共下水道事業債（補正予算
債）

32,900

霞ヶ浦常南流域下水道事業債（補正予算債） 24,600

小貝川東部流域下水道事業債（補正予算債） 700

58,200

第 ５ 表 地 方 債 補 正

起 債 の 目 的

普通貸借
又は

証券発行

年利4.0%以内
（ただし，利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について，利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

政府資金につい
ては，その融資
条件により，銀
行その他の場合
にはその債権者
と協定するもの
による。ただ
し，市財政の都
合により据置期
間及び償還期限
を短縮し，又は
繰上償還若しく
は低利に借換え
をすることがで
きる。

計

－ 17 －



（変 更） （単位：千円）

限度額
起債の
方 法

利 率
償還の
方 法

限度額
起債の
方 法

利 率
償還の
方 法

公共下水道事業債 121,200 115,200

特定環境保全公共下水道事業債 357,300 348,300

霞ヶ浦常南流域下水道事業債 40,600 20,000

小貝川東部流域下水道事業債 7,000 3,900

第 ５ 表 地 方 債 補 正

起 債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

普通貸借
又は

証券発行

補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

年利4.0%

以内（た

だし，利

率見直し

方式で借

り入れる

政府資金

及び地方

公共団体

金融機構

資金につ

いて，利

率の見直

しを行っ

た後にお

いては，

当該見直

し後の利

率）

政府資金

について

は，その

融資条件

により，

銀行その

他の場合

にはその

債権者と

協定する

ものによ

る。ただ

し，市財

政の都合

により据

置期間及

び償還期

限を短縮

し，又は

繰上償還

若しくは

計 526,100 487,400

若しくは

低利に借

換えをす

ることが

できる。
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平 成 ２ ５ 年 度

つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）
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議案第４号

平成25年度つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

平成25年度つくば市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は，次に定

めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17,954千円を追加し，歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ1,361,500千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の変更は，「第２表 債務負担行為補正」による。

平成26年２月21日

つくば市長 市 原 健 一











平 成 ２ ５ 年 度

つくば市介護保険事業特別会計補正予算
（第３号）
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議案第５号

平成25年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

平成25年度つくば市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は，次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28,314千円を追加し，歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ10,638,246千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為ができる事項，期間

及び限度額は，「第２表 債務負担行為」による。

平成26年２月21日

つくば市長 市 原 健 一





















附 表

給 与 費 明 細 書



一 般 会 計 給 与 費 明 細 書
１ 特別職

区 分
職員数

給 与 費

共 済 費 合 計
備 考報 酬 給 料

期末手当
地域手当

寒冷地
手 当

その他
の

手 当
計（千円）

年間支給率

（人） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補

正

後

長 等 3 22,022
8,175

5,396 35,593 6,011 41,604
（2.90）

議 員 28 151,788
42,185

193,973 78,838 272,811
（2.90）

その他の
特別職

3,245 415,738 61,441 7,292 484,471 484,471

計 3,276 567,526 83,463 50,360 12,688 714,037 84,849 798,886

補

正

前

長 等 3 22,022
8,175

5,396 35,593 6,011 41,604
（2.90）

議 員 28 151,788
42,185

193,973 78,838 272,811
（2.90）

その他の
特別職

3,489 418,250 63,960 10,918 493,128 493,128

計 3,520 570,038 85,982 50,360 16,314 722,694 84,849 807,543

比

較

長 等

議 員

その他の
特別職

△ 244 △ 2,512 △ 2,519 △ 3,626 △ 8,657 △ 8,657

計 △ 244 △ 2,512 △ 2,519 △ 3,626 △ 8,657 △ 8,657

※ 職員数欄の（ ）内は，再任用短時間勤務職員数を外書き。

（単位：千円）

２ 一般職

（１） 総括

区 分
職員数

給 与 費

共 済 費 合 計
備 考報 酬 給 料 職員手当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 1,647（16） 6,237,902 6,217,361 12,455,263 2,048,829 14,504,092

補 正 前 1,647（16） 6,237,902 6,240,361 12,478,263 2,048,829 14,527,092

比 較 △ 23,000 △ 23,000 △ 23,000

職

員

手

当

の

内

訳

区 分 扶養手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務
手 当

時 間 外
勤務手当

日直手当
管理職
手 当

単身赴任
手 当

補正後 195,116 72,434 183,427 26,048 354,109 1,600 200,704 340

補正前 195,116 72,434 183,427 26,048 354,109 1,600 200,704

630,942

比 較

休日勤務
手 当

夜間勤務
手 当

勤勉手当

340

地域手当
退職手当
負 担 金

104,000 20,700

補正後 1,710,032 906,409 1,811,500 104,000 20,700

630,942

区 分 期末手当

補正前 1,710,032 906,409 1,834,500

△ 23,000比 較

管理職員特
別勤務手当
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（単位：千円）

退職手当負担金

区分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考

△ 23,000

退職手当減額に伴う増減分

（２） 給料及び職員手当の増減額の明細

職員
手当

△ 23,000
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△ 360 △ 360

△ 360 △ 360

計 △ 15 △ 360

その他の
特別職

△ 15 △ 360

議 員

360 360

比

較

長 等

計 15 360

360 360
その他の
特別職

15 360

議 員
補

正

前

長 等

計

その他の
特別職

議 員

（千円） （千円） （千円） （千円）

補

正

後

長 等

（人） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円）

期末手当
地域手当

寒冷地
手 当

その他
の

手 当
計（千円）

年間支給率

下 水 道 事 業 特 別 会 計 給 与 費 明 細 書
１ 特別職

区 分
職員数

給 与 費

共 済 費 合 計
備 考報 酬 給 料
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